
 

 

「ハイスコアガール」事件について 

―著作権と刑事手続に関する声明― 

 

 月刊ビッグガンガンに掲載された漫画作品「ハイスコアガール」内でのゲームのキャラクターの利用

について、著作権法違反を理由とする刑事告訴が行われ1、家宅捜索や出版社の担当者・役員、漫画の著

作者についての書類送検が行われている。 

出版社は、家宅捜索後「ハイスコアガール」の回収・販売停止・一時休載の措置をとる2とともに、著

作権侵害の事実がないことの確認を求め債務不存在確認の民事訴訟が提起されている3状況にある。 

 

以下の理由から、本件のように著作権侵害の成否が明らかではない事案について、刑事手続が進めら

れることに反対する。 

  

 刑事手続・民事裁判で問題となっている「ハイスコアガール」内でのゲームのキャラクターの利用態

様については、著作権侵害の要件としての類似性が認められない可能性、また適法な引用（著作権法 32

条）に該当する可能性等があり、著作権侵害が明確に肯定されるべき事案とは言い難い。 

 著作権を巡る紛争では侵害の成否が「微妙」な事案が少なくない。民事裁判においても第一審、第二

審、上告審とで侵害の成否の判断が分かれることがしばしばある。過去の刑事事件においても「微妙」

な事案につき公訴が提起され、最終的に無罪とする判決が確定した裁判例がある(仙台高判平成 14 年 7

月9日判時1813号150頁〔ファービー人形〕、最決平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁〔Winny〕 ) 。 

著作権侵害に係る刑事罰・刑事手続は、典型的な海賊版の事案等、明らかな著作権侵害行為が行われ

ている事案であり、かつ民事訴訟では十分な権利行使ができない状況においては、実効性の点で重要な

意義を有するものである。 

 しかし本件のように著作権侵害の成否が明らかではない事案について、強制捜査や公訴の提起等の刑

事手続が進められることは、今後の漫画・アニメ・ゲーム・小説・映画等あらゆる表現活動に対して重

大な委縮効果をもたらし、憲法の保障する表現の自由に抵触し、著作権法の目的である文化の発展を阻

害することとなりかねない。従って、著作権侵害に係る刑事手続の運用、刑事罰の適用に対しては謙抑

的、慎重であることが強く求められる。 

 

 以上のことから、本件のように著作権侵害の成否が明らかではない事案について、刑事手続が進めら

れることに反対する。 

  

                                                   
1 株式会社 SNKプレイモア「株式会社スクウェア・エニックス等に対する刑事告訴について」

（http://www.snkplaymore.co.jp/pdf/140806_1.pdf）を参照。 
2 月刊ビッグガンガン編集部 編集長中野崇「読者の皆様へ 『ハイスコアガール』に関する一連の件について」

（http://www.jp.square-enix.com/magazine/biggangan/pop20140811.shtml）を参照。 
3 株式会社スクウェア・エニックス「訴訟提起のお知らせ」

(http://www.jp.square-enix.com/company/ja/news/2014/html/86657a6d3e3e054d1c736e4a5624403c.html) を参照。 
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